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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁樹脂からなるプリント配線板に半導体素子が埋め込まれた半導体内臓基板の製造方
法において、前記半導体素子の表面に設けられた電極部に接続用のバンプを形成する工程
と、該半導体素子を前記プリント配線板に形成された開口部に配置する工程と、該半導体
素子と該プリント配線板の上に導電膜を形成するとともに、該半導体素子と該プリント配
線板とを一体化する工程と、前記導電膜をパターニングすることで配線パターンを形成し
、それとともに前記接続用のバンプの表面を露出させる工程と、前記露出した接続用のバ
ンプと前記配線パターンとを接続用配線パターンにより接続する工程と、を有することを
特徴とする半導体内臓基板の製造方法。
【請求項２】
　前記接続用配線パターンは、前記半導体素子と前記プリント配線板の上に接続用配線層
を形成し、該接続用配線層の上にレジスト材からなる膜を形成し、該レジスト材を、ビー
ムもしくはレーザーにより露光することで接続用配線パターンをパターニングし、接続用
配線層をエッチングすることにより形成されることを特徴とする請求項１に記載の半導体
内臓基板の製造方法。
【請求項３】
　前記接続用配線パターンは、前記半導体素子と前記プリント配線板の上に接続用配線層
を形成し、該接続用配線層の上にレジスト材からなる膜を形成し、該レジスト材を、ビー
ムもしくはレーザーにより露光することで接続用配線パターンをパターニングし、接続用
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配線層をめっきにより形成されることを特徴とする請求項１に記載の半導体内臓基板の製
造方法。
【請求項４】
　前記接続用配線パターンは、前記絶縁樹脂層および半導体素子上に接続用配線層を形成
し、接続用配線層の上にレジスト材を直接描画し、さらにエッチングすることにより形成
されることを特徴とする請求項１に記載の半導体内臓基板の製造方法。
【請求項５】
　前記接続用配線パターンは、前記絶縁樹脂層および半導体素子上に直接描画により形成
されることを特徴とする請求項１に記載の半導体内臓基板の製造方法
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、絶縁樹脂からなるプリント配線板に半導体素子が埋設されている半導体内臓
基板およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体素子を搭載した半導体パッケージは、小型化・軽量化の一途をたどってい
る。そのために、半導体パッケージの電極部をエリアアレイ型にした、ＢＧＡ（ボール・
グリッド・アレイ）やＣＳＰ（チップ・スケール・パッケージ）といった構造が採用され
るようになってきている。
【０００３】
　さらに、ＢＧＡやＣＳＰのような２次元的な小型化だけでなく、特開平１１－３９７０
（特許文献１）に示されたように、１つのパッケージ内に複数の半導体素子を積層したマ
ルチチップパッケージも提案されている。
【０００４】
　一方、このような半導体パッケージの小型化だけでなく、特開平９－３２１４０８（特
許文献２）に示されたように、プリント配線板の内部に半導体素子を内蔵した半導体内臓
基板が提案されている。特開平９－３２１４０８における半導体内臓基板は、あらかじめ
凹部の形成されたプリント配線板に、スタッドバンプの形成された半導体素子を搭載し、
その後にこの半導体素子を覆うように絶縁層を形成している。
【０００５】
　しかしながら、特開平９－３２１４０８に記載の半導体内臓基板では、プリント配線板
の凹部を加工するためにルーター加工が必要となり、加工時間が大幅に増加する。また、
半導体素子を埋め込むためには、凹部の底に半導体素子を保持できるようにするための保
持面を形成しなければならず、この保持面には絶縁層が必要になる。その結果、半導体素
子を挟んだ半導体内臓基板の厚みがきわめて厚くなり小型化が困難となる。
【０００６】
　そこで、特開２００４－３３５６４１（特許文献３）には、あらかじめプリント配線板
に凹部を形成するのではなく、プリント配線板の製造時に半導体素子を埋め込むことで半
導体内臓基板を製造する方式が記載されている。その時の製造方法を図１２を参照して説
明する。
【０００７】
　まず、図１２（ａ）に示すように、Ｃｕ箔１０３の上に絶縁性エポキシ樹脂１０４を介
して半導体素子１０１を搭載する。次に、図１２（ｂ）に示すように、プリプレグ材１０
５を、その開口部１０５ａが半導体素子１０１を収容する位置に配置する。プリプレグ材
１０５は半導体素子１０１の厚みとほぼ同じ厚みを持ち、半導体素子１０１に対応する形
状の開口部１０５ａが打ち抜きプレスによって形成されている。また、プリプレグ材１０
５の上には、Ｃｕ箔１０３’上に絶縁性樹脂であるエポキシ樹脂１０６がコーティングさ
れたＲＣＣ（レジンコーテッドカッパー）材を載置する。このように積み重ねて配置し、
Ｃｕ箔１０３、プリプレグ材１０５、エポキシ樹脂１０６、ＲＣＣ材を、図１２（ｃ）に
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示すように真空雰囲気にて熱圧着をおこなう。
【０００８】
　次に、図１２（ｄ）に示すように、半導体素子１０１上の電極部に対応する位置のＣｕ
箔１０３’を、通常のエッチングで除去し穴部を形成す。その後、この穴部により露出す
るエポキシ樹脂１０６を、ＣＯ２あるいは、ＹＡＧ、エキシマといったレーザーにより除
去し開口部１０８を形成し、半導体素子１０１の電極部２を露出させる。次に、図１２（
ｅ）に示すようにメッキ工程にて全面にＣｕ層１０３ａを形成するとともに、開口部１０
８をＣｕ層１０３ａで埋め込む。
【０００９】
　次に、Ｃｕ層１０３ａ上にレジスト材を塗り、マスクを介した露光工程及び現像工程に
より、配線パターンを形成し、図１２（ｆ）のような半導体素子１０１が内蔵された半導
体内臓基板を得る。
【特許文献１】特開平１１－３９７０号公報
【特許文献２】特開平９－３２１４０８号公報
【特許文献３】特開２００４－３３５６４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　前述の特開２００４－３３５６４１に記載されている半導体内臓基板では、レーザーに
より開口部を正確に形成することにより、半導体素子の電極を外部に露出させている。ま
た、プリント配線板上に形成されたＣｕ層を、マスクを使ってエッチングすることにより
、電極と接続された配線パターンを形成している。従って、半導体素子の電極とプリント
配線板上の配線パターンが必ず接続される程度のパターニングおよびエッチング精度が必
要であった。
【００１１】
　一方、半導体素子は一枚の半導体ウエハから多数個取りで製造されるため、各半導体素
子間には個体差があり、電極の位置に関しても各半導体素子間で位置誤差を有している。
また、半導体素子のプリント配線板への取り付け位置は、必ず所定の範囲内での取り付け
誤差が生ずる。そのため、配線パターンのパターニング位置と、半導体素子の電極の位置
には、設計位置に対して位置ずれが発生する。
【００１２】
　さらに、有機樹脂材料を用いたプリント配線板においては、有機樹脂材料のプロセス中
の伸縮が大きく、かつその伸縮は場所により異なることから、この伸縮の補正が必要とな
る。通常この位置ずれを考慮して、マスクによるパターニング形状は、所定の大きさのマ
ージンを持った形状となっている。
【００１３】
　しかしながら半導体素子の電極が狭ピッチになると、隣接する配線パターンとの干渉を
避けるため、前述のマージンを十分に取ることができなくなる。すなわち、前述の半導体
素子のプリント配線板への取り付け誤差や、各半導体素子間の電極の位置誤差を、パター
ニング形状のマージンにより許容することが困難となる。それにより、半導体素子の電極
とプリント配線板上の配線とが接続されなくなる。このような状況は、半導体素子の電極
がピッチが狭くなれば狭くなるほど顕著となり、今後さらに問題となってくると思われる
。
【００１４】
　そこで本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、半導体素子の電極部の狭ピッ
チ化に対応して、配線パターンとの電気接続の安定性を向上させることのできる半導体内
臓基板およびその製造方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　また本発明は、絶縁樹脂からなるプリント配線板に半導体素子が内蔵された半導体内臓
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基板の製造方法において、前記半導体素子の表面に設けられた電極部に接続用バンプを形
成する工程と、該半導体素子を前記プリント配線板に形成された開口部に配置する工程と
、該半導体素子と該プリント配線板の上に導電膜を形成した状態で該半導体素子と該プリ
ント配線板とを一体化する工程と、前記導電膜をパターニングすることにより配線パター
ンを形成するとともに、該半導体素子上の導電膜を除去し前記接続用バンプの表面を露出
させる工程と、前記露出した接続用バンプと前記配線パターンとを接続する接続用配線パ
ターンを形成する工程と、を有することを特徴とする半導体内臓基板の製造方法を提供す
る。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、半導体内臓基板において、半導体素子の電極とプリント配線板上の配
線パターンとを、接続用配線パターンにより接続している。またこの接続用配線パターン
は、半導体素子をプリント配線板に埋め込んだ後の別工程で形成している。これにより、
半導体素子の電極及びプリント配線板上のパターン配線の位置に対応して接続用配線パタ
ーンを形成することが可能となる。また、半導体素子の電極部が狭ピッチ化しても、配線
パターンとの電気接続を確実に行なう事が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の実施の形態を説明する。
【実施例１】
【００１９】
　図１は本発明の実施例１における半導体内臓基板２０の断面図である。図中１は半導体
素子であり、２は半導体素子１上の電極部１１に形成されたバンプである。半導体素子１
上の電極部１１以外の部分は絶縁層１３により覆われている。１ａは絶縁層１３の上に設
けられ、バンプ２とほぼ同じ高さの樹脂フィルムである。半導体素子１の下面には絶縁層
４が設けられている。５はプリント配線板の本体をなす絶縁樹脂層である。３ａは絶縁樹
脂層５の裏面に形成された裏面配線パターンであり、７ａは絶縁樹脂層５の表面に形成さ
れた表面配線パターンである。６は半導体素子１を封止する接着樹脂層である。１０ａは
半導体素子１上のバンプ２と、絶縁樹脂層５上の表面配線パターン７ａを接続する接続用
配線パターンである。接続用配線パターン１０ａは導電性の保護層９ａを介してバンプ２
と表面配線パターン７ａを接続している。
【００２０】
　（製造方法１）
　次に図１に示した半導体内臓基板２０の製造方法１を、図２乃至４を参照して説明する
。まず図２（ａ）に示すように、半導体素子１の上面に電極部１１にバンプ２を形成する
。バンプ２は金やＣｕ等の金属やはんだが使用される。形状は直径２０～３０μｍのボー
ルや円柱が使用される。半導体素子１の表面は絶縁層１３により覆われており、電極部１
１のみが上面に露出している。絶縁層１３としてはエポキシ系樹脂等が使用可能である。
さらに半導体素子１の上面に形成された絶縁層１３の上面のアクティブエリアには、バン
プ２とほぼ同じ高さの樹脂フィルム１２を形成する。樹脂フィルム１ａとしてはポリイミ
ドフィルム等を使用することができる。
【００２１】
　次に表面にバンプ２及び樹脂フィルム１ａが形成された半導体素子１と裏面配線層３と
を、絶縁層４を介して接着する。絶縁層４は厚み１０～５０μｍのエポキシ樹脂等を使用
する。厚みは裏面配線層３としては厚み１０～３５μｍのＣｕやアルミニウム等の薄膜が
使用可能である。半導体素子１は熱硬化により絶縁層４を介して裏面配線層３に接着され
る。
【００２２】
　次に、図２の（ｂ）に示すように、半導体素子１の厚み（５０～１５０μｍ）とほぼ同
じ厚みをもち、半導体素子１に対応する形状の開口部５ａを有する絶縁樹脂層５を、その
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開口部５ａが半導体素子１を収容する位置に配置する。絶縁樹脂層５としてはガラスクロ
ス入りのプリプレグ材を使用することができる。半導体素子１を絶縁樹脂層５の開口部５
ａに配置する。
【００２３】
　また絶縁樹脂層５および半導体素子１の上に、表面配線層７にエポキシ等の接着樹脂層
６をライニングしたＲＣＣ材８を配置する。表面配線層７としては裏面配線層３と同様に
、厚み１０～３５μｍのＣｕやアルミニウム等の薄膜が使用可能である。接着樹脂層６と
しては厚さ２０～６０μｍのエポキシ樹脂等が使用可能である。
【００２４】
　次に、図２の（ｃ）に示すように、裏面配線層３、絶縁樹脂層５、ＲＣＣ材８を、真空
雰囲気にて１５０～２００℃の温度で同時に熱プレスする。これにより裏面配線層３、絶
縁樹脂層５、ＲＣＣ材８は一体化し一つの基板となる。接着樹脂層６は加熱することで流
動性が高くなるため、開口部５ａの半導体素子１と絶縁樹脂層５との間に入り込み、半導
体素子１を確実の固定する。また、バンプ２の上部の絶縁樹脂層５はバンプにより押し流
されるため、バンプ２と表面配線層７は接触した状態になる。
【００２５】
　このとき、ガラスクロス入りのプリプレグ材５を使用するのは、熱プレス時の圧力によ
り半導体素子１が存在する場所と存在しない場所での圧力差によりプレス後の表面の平坦
性が損なわれるのを防ぐためである。そのことからも，ガラスクロスの厚みは半導体素子
１の厚みとバンプ２の高さの合計と等しいか若干厚い方が好ましい。
【００２６】
　尚、前述の樹脂フィルム１２は、半導体素子１上に設けられたバンプ２により、半導体
素子１上の表面配線層７に凹凸がつくことを防止している。また、バンプ２が樹脂フィル
ム１２の厚みまで変形すると、樹脂フィルム１２も加圧力を受け持つため、バンプ２に集
中してプレス圧力がかかることによる半導体素子１へのダメージを防ぐことができる。
【００２７】
　次に、図３（ａ）に示すように、一体化した基板の表面配線層３と裏面配線層７を、パ
ターニングし、裏表面パターン配線３ａ、表面配線パターン７ａ形成する。これによりバ
ンプ２の上部は、露出することとなる。
【００２８】
　次に図３（ｂ）に示すように、基板の表裏面に無電解メッキにより厚さ１～３μｍの保
護層９を形成する。保護層９としてはＮｉ等の金属が使用可能である。保護層９は、先に
パターン形成した配線パターン７ａを保護するためと、次の工程で形成する導電膜を電気
メッキで形成するための共通電極としての働きと、半導体素子１のバンプ２と後述する接
続用配線パターン１０ａとの間の拡散を防止する役割を果たしている。
【００２９】
　次に、図４（ａ）に示すように、保護層９上に電気メッキにより厚さ１～３μｍの接続
用配線層１０を形成する。接続用配線層１０としてはＣｕ等の金属が使用可能である。
【００３０】
　次にバンプ２と表面配線パターン７ａの位置を確認し、それらの位置に合わせて、図４
（ｂ）に示すように、レジストＲ１を形成する。具体的には、半導体素子１のバンプ２が
露出していた面側にネガ型のレジスト層を設け、１つ１つの半導体素子について、それぞ
れのバンプ２の位置検出を行う。その後に、バンプ２の露出する領域から接続すべき配線
パターン７ａの電極部までの間をビーム光で直接露光する。ビーム光としてはレジスト材
が感光する波長帯を有しているものであれば、いずれの方式でもかまわないが、通常はＵ
Ｖ光が使われる。また直接露光する方法としては、ビームヘッド側にＸ－Ｙ駆動部を設け
てもよいし、基板を保持するステージ側にＸ－Ｙ駆動部を設け、あらかじめプログラミン
グされたように駆動させればよい。
【００３１】
　尚、レジストパターンＲ１は、前述の一旦全面にレジスト膜を形成した後、レーザによ
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り直描して形成する以外に、レジスト自体を直接描画することも可能である。レジスト自
体を直接描画すれば製造工程を減らすことが可能となる。
【００３２】
　次に、それぞれの半導体素子１について露光した後、現像を行うと半導体素子１のバン
プ２から配線パターン７ａの電極部までの部分のみにレジストパターンＲ１が形成される
。この状態で接続用配線パターン層１０を過硫酸系の溶液にてエッチングし、レジストパ
ターンＲ１で覆われた部分以外の保護層（Ｎｉ層）９上の接続用配線パターン層（Ｃｕ層
）１０を除去する。これにより接続用配線パターン層１０はパターニングされ、接続用配
線パターン１０ａとなる。この時、エッチング液は、保護層（Ｎｉ層）９をエッチングし
ないように、エッチング条件を調整する。
【００３３】
　次に、レジストパターンＲ１を残した状態で、保護層（Ｎｉ層）９をエッチングする。
このとき、エッチング液としては、塩化第２鉄系の溶液を使用する。塩化第２鉄系の溶液
は、接続用配線パターン１０ａもエッチングするが、保護層９にくらべ接続用配線パター
ン１０ａははるかに厚いので断線することはない。特に極細の接続用配線パターン１０ａ
に関しては、Ｎｉ上にＣｕおよびレジストが存在していることから、安定したパタ－ン形
成を行うことができる。
【００３４】
　その後、レジストパターンＲ１を剥離することで、図４（ｃ）に示すように、半導体内
蔵基板２０を得ることができる。
【００３５】
　図５、図６は、バンプ２と配線パターン７ａを接続する接続用配線パターン１０ａを示
した、半導体内臓基板２０の平面図である。図５（ａ）、図６（ａ）は接続用配線パター
ン１０ａが形成される前の図であり、図５（ｂ）、図６（ｂ）は接続用配線パターン１０
ａを形成した後の図である。図５に対して図６は半導体素子１が斜めに配置されている。
本実施例では、前述の図４（ｂ）に示すレジストＲ１の形成工程で、半導体素子１のバン
プ２と配線パターン７ａの接続部までの位置を、自動的に補正してレジストにビームを描
画する。従って、半導体素子１のバンプ３と、表面配線パターン７ａの位置が、多少ずれ
ていたとしても、常に安定した接続を行うことが可能である。
【００３６】
　本発明によれば、配線パターン７ａを形成するプロセスと、接続用配線パターン１０ａ
を形成するプロセスと分離している。これにより、接続用配線パターン１０ａを形成する
際のレジストを、１つ１つの半導体素子の電極の位置にあわせて行うことが可能となる。
そのため、半導体素子の位置がずれていたとしても、描画プログラムの補正により対応す
ることができるため、配線幅／スペース＝１０μｍ／１０μｍ～２０μｍ／２０μｍとい
った極めて微細な接続用配線パターン１０ａを容易に形成することができる。
【００３７】
　また、本実施例においては、プリント配線板の両面を配線層として使用する２層プリン
ト配線板に関して説明した。しかしながら本発明はこれに限られるものではなく、図７に
示すように、配線層が１層の片面プリント配線板にも使用可能である。この時、絶縁樹脂
層に形成された開口部は、上下方向で貫通したものではなく、凹部形状のものとし、その
凹部に半導体素子を配置することができる。
【００３８】
　さらに、放熱性が要求される場合においては、図８に示すような半導体素子をＣｕ合金
等の放熱性の高い金属プレート１５に配置して一体化した後、半導体素子の裏面側は配線
パターンを設けず放熱板として使用してもかまわない。
【００３９】
　（製造方法２）
　次に図１に示した半導体内臓基板２０の製造方法２を、図９を参照して説明する。製造
方法２においては、製造方法１で使用したネガ型のレジストＲ１に代えて、ポジ型レジス
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トＲ２を使用している。製造方法２において製造方法１における図２、図３で示した工程
は同じであり、図４で示した工程に代えて図９で示す工程をおこなう。
【００４０】
　図９（ａ）に示すように、接続用配線パターン１０ａを形成する部分の保護層（Ｎｉ層
）９のみが露出するように、ポジ型レジストＲ２を形成する。その後、保護層９を共通電
極層として電気メッキを行い、接続用配線パターン（Ｃｕ層）１０ａを形成する。接続用
配線パターン（Ｃｕ層）１０ａの厚さは、５～１５μｍが好ましい。
【００４１】
　次に図９（ｂ）に示すようにレジストパターンＲ２を剥離し、図９（ｃ）に示すように
保護層９のエッチングを行う。その際、接続用配線パターン１０ａもエッチングされるが
、保護層９よりも膜厚であるため、エッチングが終了した時の膜厚は、３～１０μｍ程度
となる。尚、レジストパターンＲ２は、前述のレジストパターンＲ１と同様に、レジスト
自体を直接描画することも可能である。レジスト自体を直描すれば製造工程を減らすこと
が可能となる。
【実施例２】
【００４２】
　図１０は本発明の実施例２における半導体内臓基板３０の断面図である。本実施例では
、図１に示した実施例１の半導体内臓基板２０と比べて、保護層９のない構成となってい
る。本実施例においては、半導体素子１のバンプ２の組成がＮｉである。この場合は、拡
散バリア層として機能する保護層９を、バンプ２と配線パターン７ａとの間に設ける必要
がない。尚、図１０において図１と同じ部材には同じ符号を付している。
【００４３】
　次に図１０に示した半導体内臓基板３０の製造方法を、図１１を参照して説明する。本
実施例における製造方法は、実施例１の製造方法１における図２、図３で示した工程は同
じであり、図４で示した工程に代えて図１１で示す工程をおこなう。
【００４４】
　図１１（ａ）に示すように、配線パターン３ａ、７ａを形成した後、全面に無電解メッ
キにより接続用配線パターン層（Ｃｕ層）１０を３～１０μｍの厚みで形成する。そして
、ネガ型のレジストパターンＲ３　を用いて接続用配線パターン層１０をエッチングし、
図１１（ｂ）に示すように極細パターンである接続用配線パターン１０ａを形成する。
【００４５】
　なお、本実施例においては、バンプ２がＮｉであり接続用配線パターン１０ａがＣｕで
あったが、バンプ２がＣｕであり接続用配線パターン１０ａがＮｉであってもかまわない
。また、バンプ２がＮｉで接続用配線パターン１０ａがＮｉ、あるいはバンプ２がＣｕで
接続用配線パターン１０ａがＣｕであってもかまわない。
【００４６】
　尚、レジストパターンＲ３は、前述のレジストパターンＲ１と同様に、レジスト自体を
直描することも可能である。レジスト自体を直接描画すれば製造工程を減らすことが可能
となる。
【００４７】
　またレジストに代えて、接続用配線パターン１０ａを直接描画すること効能である。こ
れによりレジスト描画後の露光・現像のプロセスを省略することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】実施例１による半導体内臓基板の断面図。
【図２】実施例１による半導体基板の製造方法１を示す工程図。
【図３】実施例１による半導体基板の製造方法１を示す工程図。
【図４】実施例１による半導体基板の製造方法１を示す工程図。
【図５】実施例１による半導体素子のバンプと接続用配線パターンの配置を説明する平面
図。
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【図６】実施例１による半導体素子のバンプと接続用配線パターンの配置を説明する平面
図。
【図７】実施例１による半導体内臓基板の断面図。
【図８】実施例１による半導体内臓基板の断面図。
【図９】実施例１による半導体基板の製造方法２を示す工程図。
【図１０】実施例２による半導体内臓基板の断面図。
【図１１】実施例２による半導体基板の製造方法を示す工程図。
【図１２】従来例による半導体基板の製造工程を示す工程図。
【符号の説明】
【００４９】
　１　半導体素子
　２　バンプ
　３　裏面配線層
　３ａ　裏面配線パターン
　４　絶縁樹脂層
　５　絶縁樹脂層
　５ａ　開口部
　６　接着樹脂層
　７　表面配線層
　７ａ　表面配線パターン
　８　ＲＣＣ材
　９　保護層
　１０　接続用配線パターン層
　１０ａ　接続用配線パターン
　１１　電極
　１２　樹脂フィルム
　１３　絶縁層
　１４　絶縁樹脂フィルム
　１５　金属プレート
　２０、３０　半導体内臓基板
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【図７】 【図８】



(11) JP 5164362 B2 2013.3.21
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【図１１】 【図１２】
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